
☆用語説明 

 

健全化判断比率 

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４つの財政指標の総称

です。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政

健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。 健全化判断比

率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較すること

などにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。 

 

実質赤字比率 

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

（一般会計等の実質赤字）÷（標準財政規模）＝（実質赤字比率） 

当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（地方公共団体の標準

的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの）に対する比率です。福祉、

教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化

の度合いを示す指標ともいえます。 

 

連結実質赤字比率 

全会計を対象とした実質赤字（または資金不足額）の標準財政規模に対する比率 

（連結実質赤字）÷（標準財政規模）＝（連結実質赤字比率） 

公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標

準財政規模に対する比率です。すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての

赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえ

ます。 

 

実質公債費比率 

当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本

とした額 ※に対する比率です。借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化

し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、

起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と

同じです。  

※ 標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額（将来負担比率において同じ。）。 

 

将来負担比率 

地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計

等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額 ※に対する比率です。地方公共

団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高

を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。  



 

 

早期健全化基準 

地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的

かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。いずれかがこの定められ

た数値（基準値）を超えると、財政健全化計画を策定しなければならなくなり、自主的な改善努

力による財政の健全化を図っていくことになります。国の監視のもと、財政の健全化に向けて計

画的に取り組まなければならなくなり、お金の使い方が制限されてきます。 

 

財政再生基準 

地方公共団体の財政の健全性を示す基準のひとつ。財政収支の著しい不均衡その他の財政状況

の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政

の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞ

れについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。いずれかがこの定められ

た数値（基準値）を超えると、財政再生計画を策定しなければならなくなり、国等の関与による

確実な再生計画により、財政の健全化を図っていくことになります。国の管理下におかれ、原則

として借金が制限されるため、道路の整備や学校施設等の整備がなかなか進まなくなる可能性や、

施設の使用料などの市民負担が増えることにもなります。事実上、お金の使い方がかなり制限さ

れます。 

 

資金不足比率 

当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。公営企

業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪

化の度合いを示す指標ともいえます。 

 

経営健全化基準 

地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不

足比率について定められた数値です。この定められた数値（基準値）を超えると、経営健全化計

画を策定しなければならなくなり、国の管理下におかれ、事実上、お金の使い方がかなり制限さ

れます。 

 

一般会計等 

地方公共団体財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計の

うち、地方公営事業会計以外のものが該当します。これは、地方財政統計で用いられている普通

会計とほぼ同様の範囲ですが、地方財政統計で行っているいわゆる「想定企業会計」など、一の

会計を区分することはしません。 

 


